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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　初期画像から最終画像を選択するための方法であって、
　コンピュータによりコンピュータプログラムを実行することによって、前記初期画像を
リサイジングしてリサイジングされた画像を作成するステップであって、前記リサイジン
グされた画像は、隣接する第１および第２のリサイジング画像辺を有し、前記最終画像は
、隣接する第１および第２の最終画像辺を有し、前記第２のリサイジング画像辺の長さが
、前記第２の最終画像辺の長さとほぼ等しく、前記第１のリサイジング画像辺の長さが、
前記第１の最終画像辺の長さよりも長いことからなる、ステップと、
　マスクを、前記リサイジングされた画像に対して、前記リサイジングされた画像の前面
の第１の位置に配置するステップであって、前記マスクは開口部を有し、該開口部の寸法
が、前記最終画像の寸法とほぼ同じであり、前記リサイジングされた画像の一部が前記開
口部のほぼすべてを占めることからなる、ステップと、
　前記マスクを、前記リサイジングされた画像に対して、前記リサイジングされた画像の
前面の第２の位置に再配置するステップであって、前記リサイジングされた画像の一部が
前記開口部のほぼすべてを占めることからなる、ステップと、
　前記マスクの前記開口部内にある前記リサイジングされた画像の領域を前記最終画像に
なるように選択するステップ
を含み、前記第１の位置に配置するステップと前記第２の位置に再配置するステップのそ
れぞれが、コンピュータマウスを用いた１回のクリックアンドドラッグ動作によって実施
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される、方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、写真画像一般に関し、特に写真画像のリサイジングに関する。
【０００２】
【従来の技術】
写真画像は、多くの場合、所望の再生物とは異なるサイズおよびアスペクト比を有するフ
ィルムに取り込まれる。特に、３５ｍｍフィルムの画像は、ほぼ１．５″×１″でアスペ
クト比が６：４であるが、３５ｍｍ画像の一般的な標準再生物は、８″×１０″でアスペ
クト比が５：４である。感光された３５ｍｍ画像を８″×１０″サイズに引き延ばす際に
問題が生じる。３５ｍｍ画像のアスペクト比は８″×１０″の再生物とは異なるため、感
光された画像の一部を失うことなく８″×１０″領域を埋めることは不可能である。現代
のディジタルカメラにもこの問題は存続する。感光部分と再生物のアスペクト比は依然と
して重要な要因である。
【０００３】
アスペクト比を整合するようになされた感光画像のクロッピングは、通常、自身の直感的
な評価にのみ基づく写真仕上げ作業者により手作業で行われる。基本的には顧客とは異な
る興味を持つ他人による評価および決定は、顧客にとっては、満足の行かない場合が多い
。
【０００４】
ソフトウェアプログラムにより拡大がなされる場合、該拡大は、通常、別個のポップアッ
プとの対話形式で行われ、これにより、ユーザは、８″×１０″の範囲の中で所望の領域
に合わせるように画像を拡大することができる。このプロセスは、徹底した手作業であり
、最終的な再生物を得るためにはマウスクリックを何度も必要とする。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このため、アスペクト比が異なる感光画像から再生物を作成する場合、再生物を合成する
改良されかつ自動化された方法が必要とされる。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
写真画像は、感光画像から、感光画像と異なるアスペクト比を有する最終的なサイズにリ
サイジングされることが多い。このアスペクト比の変更により、最終的に割り当てられる
サイズの一部が使用されないか、あるいは、感光画像の一部がリサイジングプロセスにお
いて失われる。本明細書は、最終画像および初期画像が同一のアスペクト比を有しない場
合において、リサイジングされた画像において保持すべき感光画像のサブエリアを選択す
る方法および装置について記載する。
【０００７】
初期画像は、まず、リサイジングされた画像が最終画像とその寸法の一つが等しくなるよ
うにリサイジングされる。リサイジングされた画像は、開口部を設けたマスクの後方に配
置され、開口部のサイズが最終画像のサイズと同一になり、かつ開口部が、リサイジング
された画像の一部でほぼ埋められるように構成される。リサイジングされた画像は、次に
別の位置に移動され、そこで開口部は、再びリサイジングされた画像の一部がほぼ埋めら
れる。オペレータは次に、マスクの開口部の中にあるリサイジングされた、自分の所望の
光景の画像の領域を選択する。
【０００８】
本発明の明細書に記載される従来の方法を上回る実施形態の主な利点は、当て推量と、画
像リサイジングにおいて必要とされるオペレータの訓練とを減らすことである。本明細書
に記載されるプロセスは、従前の解決策に比べてさらに自動化され、この結果失敗がなく
なる。マスクの後方に最初から配置した画像に従うことで、クリックアンドドラッグが１
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回で済む。
【０００９】
本発明の他の態様および利点については、発明の原理を例として示す添付図面とともに記
載される、以下の詳細な説明から明らかとなろう。
【００１０】
添付図面は、本発明をより完全に説明するために使用され、また本発明およびその固有の
利点をよりよく理解するために当業者が使用することができる視覚的表現を提供している
。添付図面中、同様の参照符号は、対応する要素を表す。
【００１１】
【発明の実施の形態】
１．序論
写真画像は、感光画像から、感光画像と異なるアスペクト比を有する最終的なサイズにリ
サイジングされることが多い。このアスペクト比の変更により、最終的に割り当てられる
サイズの一部が使用されないか、あるいは、感光画像の一部がリサイジングプロセスにお
いて失われる。例示の目的において図面に示すように、本発明の明細書は、リサイジング
された画像において保持すべき感光画像のサブエリアを選択する新規方法に関する。
【００１２】
以下の詳細な説明および図面のいくつかの図において、同様の要素は同様の参照符号で識
別される。
【００１３】
２．本論
図１Ａは、本発明の明細書の各種の代表的な実施形態に記載される初期画像１００の図で
ある。初期画像１００は、初期画像幅１１０をその長さに有する第１の初期画像辺１０２
と、隣接する、初期画像高さ１２０をその長さに有する第２の初期画像辺１０４により画
定された領域を占める。初期画像１００のアスペクト比は、初期画像幅１１０と初期画像
高さ１２０の比として定義される。一実施例において、初期画像１００は、３５ｍｍフィ
ルムの感光部分としてもよい。このとき、初期画像幅１１０は、１．５″であり、初期画
像高さ１２０は１″であり、初期画像１００のアスペクト比は６：４となる。
【００１４】
図１Ｂは、本発明の明細書の各種の代表的な実施形態に記載されるリサイジングされた画
像１３０の図である。初期画像１００のサイズを変更した結果、リサイジングされた画像
１３０が得られる。リサイジングされた画像１３０の領域は、リサイジング画像幅１４０
をその長さに有する第１のリサイジング画像辺１３２と、隣接する、リサイジング画像高
さ１５０をその長さに有する第２のリサイジング画像辺１３４により画定された領域を占
める。リサイジングされた画像１３０のアスペクト比は、リサイジング画像幅１４０とリ
サイジング画像高さ１５０の比として定義される。引き続き上記実施例において、リサイ
ジングされた画像１３０は、３５ｍｍフィルムに感光された初期画像１００の拡大として
もよい。本例では、リサイジング画像幅１４０は、１２″であり、リサイジング画像高さ
１５０は８″であり、リサイジングされた画像１３０のアスペクト比は６：４となり、こ
れは、３５ｍｍフィルム上に感光された初期画像１００のアスペクト比と同一である。
【００１５】
図１Ｃは、本発明の明細書の各種の代表的な実施形態に記載される最終画像１６０の図で
ある。最終画像１６０は、最終画像幅１７０をその長さに有する第１の最終画像辺１６２
と、隣接する、最終画像高さ１８０をその長さに有する第２の最終画像辺１６４により画
定された領域を占める。最終画像１６０のアスペクト比は、最終画像幅１７０と最終画像
高さ１８０の比として定義される。引き続き上記実施例において、最終画像１６０は、３
５ｍｍ感光画像の一般的な標準再生物である８″×１０″写真とすることができる。この
とき、最終画像幅１７０は、１０″であり、最終画像高さ１８０は８″であり、最終画像
１６０のアスペクト比は５：４となる。なお、最終画像１６０のアスペクト比は、初期画
像１００ともリサイジングされた画像１３０のアスペクト比とも等しくない。このため、
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まず図１Ａの初期画像１００が図１Ｂのリサイジングされた画像１３０に引き延ばされ、
次に図１Ｃの最終画像１６０として再生される場合、初期画像１００の領域の１／６が最
終画像１６０の再生時に失われる。
【００１６】
図２Ａは、本発明の明細書の各種の代表的な実施形態に記載されるリサイジングされた画
像１３０の前面の第１の位置２０１に配置されたマスク２００の図である。マスク２００
は、隣接する第１および第２の開口部辺２１２、２１４により画定される開口部２１０を
備え、第３の開口部辺２１６は、第１の開口部辺２１２と対向配置され、第４の開口部辺
２１８は、第２の開口部辺２１４と対向配置されている。第１および第３の開口部辺２１
２、２１６は、長さが第１の最終画像辺１６２の長さとほぼ等しい。第２および第４の開
口部辺２１４、２１８は、長さが第２の最終画像辺１６４の長さとほぼ等しい。
【００１７】
引き続き本実施例において、開口部２１０は、８″×１０″写真と同一サイズである。こ
のとき、開口部２１０のアスペクト比は５：４である。リサイジングされた画像１３０は
、初期画像１００のリサイジングされたコピーであり、リサイジングされた画像１３０の
少なくとも１つの寸法は、開口部２１０の少なくとも１つの寸法および最終画像１６０の
対応寸法と長さがほぼ等しい。本例では、第２のリサイジング画像辺１３４は、長さが第
２の最終画像辺１６４および第２の開口部辺２１４の長さと等しい。また、第１のリサイ
ジング辺１３２の長さは、第１の最終画像辺１６２の長さ、さらに第１の開口部辺２１２
の長さと同じかこれより大きい。第１の最終画像辺１６２は、第１の開口部辺２１２と同
一線上に配置される。リサイジングされた画像１３０の第１および第２の領域２８７、２
８８は、開口部２１０より長く延在している。第１および第２の領域２８７、２８８は、
全部が見えるか、一部不鮮明か、あるいは、全部が不鮮明のいずれかとし得る。第１およ
び第２の領域２８７、２８８の相対サイズは任意であるが、第１の代表例では、第１領域
２８７と第２領域２８８の面積が等しく、第２の代表例では第１の領域２８７の面積がゼ
ロであり、第３の代表例では、第１の領域２８７の面積が第２の領域２８８の面積より大
きい。
【００１８】
代表的な一実施形態において、マスク２００は、リサイジングされた画像１３０の前面に
配置されるが、別の一実施形態では、リサイジングされた画像１３０は、マスク２００の
後方に配置される。このような配置は、たとえば、リサイジングされた画像１３０をコン
ピュータマウスによりクリックして、リサイジングされた画像１３０を第１の位置２０１
にドラッグすることによってなされる。あるいは、マスク２００をコンピュータマウスに
よりクリックして、マスク２００を第１の位置２０１までドラッグすることによってなさ
れる。
【００１９】
図２Ｂは、本発明の明細書の各種の代表的な実施形態に記載されるリサイジングされた画
像１３０の前面の第２の位置２０２に配置されたマスク２００の図である。図２Ｂは、図
２Ａとほぼ同一であるが、ただし、リサイジングされた画像１３０のマスク２００の開口
部２１０に対する相対位置を第１の位置２０１から第２の位置２０２に変更した点が異な
る。なお、図２Ｂにおける第１の領域２８７のサイズは、図２Ａの場合より小さく、図２
Ｂにおける第２の領域２８８のサイズは、図２Ａの場合より大きい。
【００２０】
ユーザは、第１の位置２０１または第２の位置２０２を選択して最終画像１６０を画定す
るか、あるいは、開口部２１０の中に見られる、気に入ったと思う最終画像１６０を獲得
するまで、リサイジングされた画像１３０を他の位置にドラッグしてもよい。
【００２１】
本明細書に記載される従来の方法を上回る実施形態の主な利点は、憶測と画像リサイジン
グにおいて必要とされるオペレータの訓練とを減らすことである。本明細書に記載される
プロセスは、従前の解決策に比べてさらに自動化され、その結果失敗がなくなる。マスク
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の後方に最初から配置した画像に従うことで、クリックアンドドラッグ動作が１回で済む
。
【００２２】
以上、本発明の実施例について詳述したが、以下、本発明の各実施態様の例を示す。
【００２３】
（実施態様１）　以下の（ａ）から（ｄ）のステップを含む初期画像（１００）から最終
画像（１６０）を選択する方法、
（ａ）前記初期画像（１００）をリサイジングしてリサイジングされた画像（１３０）を
作成するステップであって、リサイジングされた画像（１３０）は、隣接する第１および
第２のリサイジング画像辺（１３２，１３４）を有し、前記最終画像（１６０）は、隣接
する第１および第２の最終画像辺（１６２，１６４）を有し、前記第２のリサイジング画
像辺（１３４）の長さが、前記第２の最終画像辺（１６４）の長さとほぼ等しく、かつ前
記第１のリサイジング画像辺（１３２）の長さが、前記第１の最終画像辺（１６２）の長
さと少なくとも同じ長さであり、
（ｂ）マスク（２００）を前記リサイジングされた画像（１３０）の前面の第１の位置（
２０１）に配置するステップであって、前記マスク（２００）に設けられた開口部（２１
０）の寸法が、前記最終画像（１６０）の寸法とほぼ同一であり、かつ前記リサイジング
された画像（１３０）の一部が前記開口部（２１０）のほぼすべてを占め、
（ｃ）前記マスク（２００）を前記リサイジングされた画像（１３０）の前面の第２の位
置（２０２）に再配置するステップであって、
前記リサイジングされた画像（１３０）の一部が前記開口部（２１０）のほぼすべてを占
め、
（ｄ）前記マスク（２００）の前記開口部（２１０）内にある前記リサイジングされた画
像（１３０）の領域を前記最終画像（１６０）になるよう選択するステップ。
【００２４】
（実施態様２）　前記リサイジングされた画像（１３０）のアスペクト比が前記初期画像
（１００）のアスペクト比とほぼ等しいことを特徴とする実施態様１記載の方法。
【００２５】
（実施態様３）　初期画像（１００）から最終画像（１６０）を選択する以下の（ａ）か
ら（ｄ）のステップを実行する、コンピュータにより実行可能なコンピュータプログラム
を格納する、前記コンピュータにより読み取り可能なコンピュータプログラム記憶媒体、
（ａ）前記初期画像（１００）をリサイジングしてリサイジングされた画像（１３０）を
作成するステップであって、リサイジングされた画像（１３０）は、隣接する第１および
第２のリサイジング画像辺（１３２，１３４）を有し、前記最終画像（１６０）は、隣接
する第１および第２の最終画像辺（１６２，１６４）を有し、前記第２のリサイジング画
像辺（１３４）の長さが、前記第２の最終画像辺（１６４）の長さとほぼ等しく、かつ前
記第１のリサイジング画像辺（１３２）の長さが、前記第１の最終画像辺（１６２）の長
さと少なくとも同じ長さであり、
（ｂ）マスク（２００）を前記リサイジングされた画像（１３０）の前面の第１の位置（
２０１）に配置するステップであって、前記マスク（２００）に設けられた開口部（２１
０）の寸法が、前記最終画像（１６０）の寸法とほぼ同一であり、かつ前記リサイジング
された画像（１３０）の一部が前記開口部（２１０）のほぼすべてを占め、
（ｃ）前記マスク（２００）を前記リサイジングされた画像（１３０）の前面の第２の位
置（２０２）に再配置するステップであって、
前記リサイジングされた画像（１３０）の一部が前記開口部（２１０）のほぼすべてを占
め、
（ｄ）前記マスク（２００）の前記開口部（２１０）内にある前記リサイジングされた画
像（１３０）の領域を前記最終画像（１６０）になるよう選択するステップ。
【００２６】
（実施態様４）　前記リサイジングされた画像（１３０）のアスペクト比が前記初期画像
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（１００）のアスペクト比とほぼ等しいこと特徴とする実施態様３記載のコンピュータプ
ログラム記憶媒体。
【００２７】
（実施態様５）
以下の（ａ）及び（ｂ）を有する、初期画像（１００）から最終画像（１６０）を選択す
るコンピュータ、
（ａ）以下の（ａ－１）から（ａ－４）のステップを有するコンピュータプログラムを格
納するメモリ、
（ａ－１）前記初期画像（１００）をリサイジングしてリサイジングされた画像（１３０
）を作成するステップであって、リサイジングされた画像（１３０）は、隣接する第１お
よび第２のリサイジング画像辺（１３２，１３４）を有し、前記最終画像（１６０）は、
隣接する第１および第２の最終画像辺（１６２，１６４）を有し、前記第２のリサイジン
グ画像辺（１３４）の長さが、前記第２の最終画像辺（１６４）の長さとほぼ等しく、か
つ前記第１のリサイジング画像辺（１３２）の長さが、前記第１の最終画像辺（１６２）
の長さと少なくとも同じ長さであり、
（ａ－２）マスク（２００）を前記リサイジングされた画像（１３０）の前面の第１の位
置（２０１）に配置するステップであって、前記マスク（２００）に設けられた開口部（
２１０）の寸法が、前記最終画像（１６０）の寸法とほぼ同一であり、かつ前記リサイジ
ングされた画像（１３０）の一部が前記開口部（２１０）のほぼすべてを占め、
（ａ－３）前記マスク（２００）を前記リサイジングされた画像（１３０）の前面の第２
の位置（２０２）に再配置するステップであって、
前記リサイジングされた画像（１３０）の一部が前記開口部（２１０）のほぼすべてを占
め、
（ａ－４）前記マスク（２００）の前記開口部（２１０）内にある前記リサイジングされ
た画像（１３０）の領域を前記最終画像（１６０）になるよう選択するステップ、
（ｂ）前記コンピュータプログラムを実行するプロセッサ。
【００２８】
（実施態様６）　前記リサイジングされた画像（１３０）のアスペクト比が前記初期画像
（１００）のアスペクト比とほぼ等しいことを特徴とする実施態様５記載のコンピュータ
。
【００２９】
本発明を好ましい実施形態に関して詳細に説明してきたが、記載した実施形態は、例とし
て提示されたものであり限定のためではない。記載された実施形態の形態および詳細にお
いて各種の変更を行うことにより添付の特許請求の範囲に包含される同等の実施形態をも
たらすことになることが、当業者により理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】本発明の明細書の各種の代表的な実施形態に記載される初期画像の図である。
【図１Ｂ】本発明の明細書の各種の代表的な実施形態に記載されるリサイジングされた画
像の図である。
【図１Ｃ】本発明の明細書の各種の代表的な実施形態に記載される最終画像の図である。
【図２Ａ】本発明の明細書の各種の代表的な実施形態に記載されるリサイジングされた画
像の前面の第１の位置に配置されたマスクの図である。
【図２Ｂ】本発明の明細書の各種の代表的な実施形態に記載されるリサイジングされた画
像の前面の第２の位置に配置されたマスクの図である。
【符号の説明】
１００：初期画像
１３０：リサイジングされた画像
１３２：第１のリサイジング画像辺
１３４：第２のリサイジング画像辺
１６０：最終画像
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１６２：第１の最終画像辺
１６４：第２の最終画像辺
２００：マスク
２０１：第１の位置
２０２：第２の位置
２１０：開口部

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２Ｂ】
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